


・高齢者福祉施設
・知的障害者援護施設
・児童福祉施設
・身体障害者更生援護施設
・行政機関
・保健機関・医療機関
・教育機関
・地域包括支援センター

・民間企業・NPO法人
・独立開業
・刑務所
・矯正施設
  など
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わ れ わ れ は 、 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の 知 識 、 技 術 の 専 門 性 と 倫 理 性 の 維 持 、 向 上 が 専 門 職 の 職 責 で あ る だ け で な く 、

遵 守 す る こ と を 誓 約 す る 者 に よ り 、 専 門 職 団 体 を 組 織 す る 。 （ 社 団 法 人 日 本 社 会 福 祉 士 会 の 倫 理 綱 領 よ り ）
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社会福祉士（ソーシャルワーカー）とは

「社会福祉士及び介護福祉士法」第二条（定義）より

社会福祉士の活躍の場

研修の開催
　調査・研究活動
　　政策提言
　　　相談支援
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「専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の
障害があること又は環境上の理由により日常生活を営む
のに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指
導、福祉サービスを提供する者その他の関係者との連絡
及び調整その他の援助を行うことを業とする者」

社会福祉士会は、毎日の生活の中で、援助を
必要とする人々の生活と、人権を護る（まもる）
ために誕生した専門職の集まりです。

社会福祉士会は、国際ソーシャルワーカー連盟
（IFSW : International Federation of Social Workers）
に加盟し、世界中のソーシャルワーカーと
情報・研究・友好の交流に取り組んでいます。


